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更 生 保 護 制 度 の 概 観

更生保護とは
　更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することによ
り、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助ける
ことで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。社会の中での立
ち直りを助けるためには、地域の方々から、更生保護に対する理解と協力を得ることが
必要不可欠です。これは犯罪や非行のない誰もが暮らしやすい社会づくりを目指すこと
にもつながります。
　地域社会の一人ひとりが手と手を結び、心と心を通わせる更生保護のネットワーク
は、皆さんの温かいまなざしから始まります。

更生保護の源流
 保人獄出県岡静「たれさ立設に年）12治明（8881、は流源の護保生更な的代近の国が我　

護会社」に求めることができます。これは、生涯を通じ公益に尽くした実業家として知ら 
れる金原明善と、静岡監獄の副典獄（副所長）であった川村矯一郎らにより設立された
ものです。ここでは、釈放者の宿泊保護や就職あっせんを行 
うとともに、県下全域に1,700人に及ぶ保護委員を配置して 
釈放者の保護に当たらせるなどしたとされ、これが更生保 
護施設と保護司制度の先駆けになったといわれています。 
その後、政府による積極的な奨励もあり、民間による同様の 
釈放者保護団体が全国各地に設けられました。
　このように、我が国の更生保護制度は、明治以来、民間の
発意によって生まれ発展してきた経緯があり、この制度を
興した民間篤志家の熱意は、いまも保護司を始めとする多
くの民間ボランティアに引き継がれています。

　犯罪をして検挙された人に占める再犯者の割合は近年上昇を続けており、安全で安心
して暮らせる社会を構築する上で、「再犯防止」が大きな課題となっています。
　これまでも、政府全体の取組として再犯防止施策を推進してきましたが、平成28年12月、
再犯防止施策に関し、基本理念や国及び地方公共団体の責務、基本的施策等を定めた「再

月21年92成平、れさ行施、定制が）号401第律法年82成平（」律法るす関に進推の等止防の犯
には、この法律に基づき、再犯防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、具
体的に取り組んでいく施策等を盛り込んだ「再犯防止推進計画」が閣議決定されました。
　再犯防止推進計画には、国による刑事司法分野の取組だけではなく、保健医療・福祉
サービスの利用促進や修学支援の実施など、地方公共団体を含む我が国全体で取り組む
べき課題が盛り込まれており、再犯防止に向けた取組がより一層広がりを見せる中で、
更生保護が果たすべき役割に対する期待は、ますます高まっています。

金原　明善
（天保３年（1832）～大正12年（1923））

再犯防止～「世界一安全な国、日本」を目指して～
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保護司選考会
…各保護観察所に
置かれ、保護観察所
長の諮問に応じて
保護司の委嘱等に
関する意見を述べ
ます。

民間活動支援専門官

調整指導官

会　計　課

保護観察官
…心理学、教育学、福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護司と協働して、犯罪をした
人や非行のある少年に対する保護観察や生活環境の調整を実施するほか、犯罪予防活動、更生保護における犯罪
被害者等施策等に関する事務に従事する国家公務員です。犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立でき
るよう、彼らを取りまく地域の力をいかしながら、その再犯・再非行の防止と社会復帰の促進のための指導・援
助を行う「社会内処遇」の専門家です。

社会復帰調整官
…精神保健福祉士等の資格を有し、精神保健や精神障害者福祉に関する専門的知識に基づき、医療観察制度の対
象となる精神障害者に対する精神保健観察、生活環境の調整等の処遇に従事する国家公務員です。同制度の対象
となる人に必要となる継続的な医療と援助を確保し、その社会復帰を促進するため、地域社会において関係機関
相互間の連携を確保するコーディネーターとして重要な役割を担っています。

保護司選考会
…各保護観察所に
置かれ、保護観察所
長の諮問に応じて
保護司の委嘱等に
関する意見を述べ
ます。

民間活動支援専門官

調整指導官

会　計　課

（天保３年（1832）～大正12年（1923））

参　事　官
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 更生保護を支える民間ボランティア・施設・団体

保護司は、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアです。その
主な職務には、保護観察を受けている人と面接を行い指導・助言をすること、刑務所や少年院
に入っている人の帰住先の生活環境を調整すること、犯罪を予防するために啓発活動を行うこ
となどがあり、現在、全国で約4万7,000人が活動しています。

更生保護女性会
　犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とし
て、地域の犯罪予防活動と犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活
動を行う女性ボランティア団体です。
　家庭や非行問題を地域住民と考えるミニ集会の実施、子育て支援地域
活動、保護観察対象者の社会貢献活動・社会参加活動への協力、更生保護
施設・矯正施設の訪問など多様な活動を展開しています。現在、全国で約
14万8,000人の会員が活動しています。

更生保護サポートセンターで活動する保護司

更生保護サポートセンター
保護司や保護司会を始めとする更生保護ボランティアが地域で更生保護活動を行う拠点として設置され、保
護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築等を行っています。

保護司の安定的確保
　近年、地域の人間関係の希薄化を始めとした社会情勢の変容や保護
司の処遇活動が困難になっている影響などもあって、保護司適任者の
確保が困難になっており、保護司の人員は減少傾向にあります。保護司
を安定的に確保し、保護司制度を将来にわたって充実強化していくこ
とは更生保護の喫緊の課題となっています。
　このため、幅広い年齢層や多様な職業など様々な立場の地域住民の
中から保護司適任者を確保するための「保護司候補者検討協議会」を
各地で実施したり、保護司等の活動拠点である「更生保護サポートセン
ター」を設置しています。
　さらに、保護司会では、地域の方々に保護司活動の体験を通じて保護
司への理解や関心を深めてもらうため「保護司活動インターンシップ」
を実施しています。
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更生保護施設等
　刑務所出所者等のうち頼るべき人がいないなどの理由で、帰るべき場所がない人たち
に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設です。
 ■更生保護施設
　更生保護施設は、宿泊場所や食事の提供とともに、就職指導や社会適応のために必要な
生活指導を行うなどして、被保護者の円滑な社会復帰を手助けします。現在、全国に103施
設があり、法務大臣の認可を受けた民間の更生保護法人等によって運営されています。
　更生保護施設の中には、対人関係を円滑にするための「SST（Social Skills Training：
社会生活技能訓練）」や、飲酒・薬物乱用の問題を改善するための処遇などを行ってい
る施設もあります。また、地域の住民の方 と々の交流も大切にしています。
　さらに、指定を受けた施設においては、高齢・障害等により特に自立が困難な人たち
を受け入れ、円滑に福祉等へ移行できるよう支援する取組や、依存性薬物等に対する
依存からの回復に重点を置いた取組も実施しています。

 ■自立準備ホーム
　平成23年度から、保護観察所長が、あらかじめ登録されたNPO法人等に対し、刑務
所出所者等への宿泊場所の提供等を委託する事業を実施しており、この宿泊場所を
「自立準備ホーム」と呼んでいます。自立準備ホームにおいては、委託を受けたNPO法
人等の職員が毎日、自立に向けた支援を行っています。

協力雇用主
　協力雇用主は、犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが
容易でない保護観察対象者や更生緊急保護対象者を、その事
情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主
です。全国で約2万4,000の事業主が協力しています。

更生保護協会等
　保護司、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主、更生保護施設などの円滑な活動のための
資料作成、研修、助成等のほか、犯罪予防や更生保護に関する広報活動を行う団体です。ま
た、刑務所出所者等に対する助言や支援などの一時的な保護を行っている団体もあります。

BBS会（Big Brothers and Sisters Movement）
　「兄」や「姉」のような身近な存在として、少年たちと一緒に悩
み、一緒に学び、一緒に楽しむ青年ボランティア団体です。
　非行少年等の「ともだち」となってその成長や自立を支援する
「ともだち活動」のほか、地域に根ざした非行防止活動やグループ
ワーク、保護観察対象者の社会貢献活動・社会参加活動等への協
力を行っており、全国で約5,000人の会員が活動しています。
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刑 事 司 法 手 続 の 流 れ

社　　　会　　　復　　　帰

保護観察所（保護観察の実施）

全部執行猶予

保護観察付執行猶予者保護観察付執行猶予者
者予猶部全 者予猶部全 者予猶部一 者予猶部一

全部実刑一部
執行猶予

※

※保護観察付一部猶予者が仮釈放を許された場合は、仮釈放中の保護観察が終了した後、一部猶予期間中の保護観察が開始されます。            
            

刑 の 一 部 の 執 行 猶 予 制 度

　刑の一部の執行猶予制度は、「刑法」及び「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部
の執行猶予に関する法律」に基づくもので、平成28年６月から施行されています。この
制度は、裁判所が３年以下の懲役又は禁錮の刑を言い渡す際に、その刑の一部の期間を
実刑とし、残りの期間について１年以上５年以下の期間、その執行を猶予することを可
能とするもので、刑事施設内での処遇の後に十分な期間にわたる社会内処遇を実施する
ことにより、犯罪者の再犯を防止し、その改善更生を図ることを目的とした制度です。
　この制度では、前に禁錮以上の刑に処せられたことがないなどの人については裁量的
に、薬物使用等の罪を犯した者で受刑歴がある人については必要的に、執行猶予の期間
中、保護観察に付されることとなります。
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等

　生活環境の調整は、刑事施設や少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住
居や就業先などの帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えること
によって、仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。

特別調整
　高齢又は障害により特に自立が困難な刑務所出所者等の円滑な社会復帰のため、保護観
察所では、「特別調整」を行っています。これは、厚生労働省の事業として各都道府県が設置
する「地域生活定着支援センター」や矯正施設等と連携して、矯正施設出所後速やかに福祉
サービス等を受けることができるように、必要な調整を行うものです。また、矯正施設出所後、直ち
に福祉サービス等を受けることが困難な者に対しては、国が指定した更生保護施設において、
福祉サービス等の調整や、社会生活に適応するための指導が行われています。

定
決
の
旨
す
許
を
等
放
釈
仮
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※保護観察付一部猶予者が仮釈放を許された場合は、仮釈放中の保護観察が終了した後、一部猶予期間中の保護観察が開始されます。            
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刑 事 司 法 手 続 の 流 れ

社　　　会　　　復　　　帰

保護観察所（保護観察の実施）

全部執行猶予

保護観察付執行猶予者保護観察付執行猶予者
者予猶部全 者予猶部全 者予猶部一 者予猶部一

全部実刑一部
執行猶予

※

※保護観察付一部猶予者が仮釈放を許された場合は、仮釈放中の保護観察が終了した後、一部猶予期間中の保護観察が開始されます。            
            

刑 の 一 部 の 執 行 猶 予 制 度

　刑の一部の執行猶予制度は、「刑法」及び「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部
の執行猶予に関する法律」に基づくもので、平成28年６月から施行されています。この
制度は、裁判所が３年以下の懲役又は禁錮の刑を言い渡す際に、その刑の一部の期間を
実刑とし、残りの期間について１年以上５年以下の期間、その執行を猶予することを可
能とするもので、刑事施設内での処遇の後に十分な期間にわたる社会内処遇を実施する
ことにより、犯罪者の再犯を防止し、その改善更生を図ることを目的とした制度です。
　この制度では、前に禁錮以上の刑に処せられたことがないなどの人については裁量的
に、薬物使用等の罪を犯した者で受刑歴がある人については必要的に、執行猶予の期間
中、保護観察に付されることとなります。

1902989_更生保護パンフ.indd   6 2019/02/20   20:42



1902989_更生保護パンフ.indd   9

8

裁判所で刑の全部又は一部の執行を猶予され保護観察に付された人

　保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更
生するように、指導監督及び補導援護を行うもので、次の５種の人がその対象となります。

 ■ 自立更生促進センター
　自立更生促進センターとは、一部の保護観察所に附設された
国が運営する宿泊施設で、親族等や民間の更生保護施設では円
滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑
務所出所者等を入所させ、保護観察官が直接、濃密な指導監督
と手厚い就労支援を行っています。
　現在、特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内処遇を
実施する施設として、福島市及び北九州市に「自立更生促進セ
ンター」が、主として農業等の職業訓練を行う施設として、北海
道沼田町及び茨城県ひたちなか市に「就業支援センター」が、そ
れぞれ設置・運営されています。

福島自立更生促進センター
（福島市）

沼田町就業支援センター
（北海道沼田町）

保護観察の流れ・方法
　保護観察は、保護観察官及び保護司が協働して、指導監督及び補導援護を行います。

 ■ 社会貢献活動
　社会貢献活動とは、保護観察対象者が地域社会に役立つ活動
を行い、人の役に立てたという自己有用感や社会のルールを守
る意識を育むことで、その立ち直りを促し、再犯・再非行の防止
を図る取組です。活動の内容としては、公共の場所での清掃や、
福祉施設での介護補助などがあります。
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就 労 支 援 に 関 す る 取 組

　刑務所出所者等の再犯を防止するため、その就労を確保することはとても重要です。
就労支援に関する取組として、平成18年度から、法務省と厚生労働省が連携し、「刑務所
出所者等総合的就労支援対策」を実施しており、公共職業安定所において職業相談・職業
紹介を行うほか、トライアル雇用（注1）や身元保証制度（注２）などの就労支援メニュー
を活用した支援を行っています。また、平成27年度からは、協力雇用主のもとでの就労・
職場定着等を促進するため、刑務所出所者等を雇用しその指導等を行う協力雇用主に対
して就労奨励金を支給する取組を始めています。
注１：試行的な雇用期間を設けることで、事業主の不安を軽減し、常用雇用への移行促進を図る制度。トライアル雇用を実施した事業主に

は試行雇用助成金が支給されます。
注２：身元保証人を確保できない刑務所出所者等について身元保証を行う民間団体が１年間身元を保証し、被保証人による業務上の損害

等に対し事業主に見舞金を支給する制度。

地方公共団体による就労支援の取組

経済界による就労支援の取組

　地方公共団体による就労支援の取組として、保護観察対象者を非常勤職員として雇用した
り、公共工事等の競争入札において協力雇用主を優遇する制度を導入する例が増えています。
同様の取組は、法務省においても、平成25年から保護観察対象者の雇用を開始しているほか、
平成27年度からは、法務省発注の矯正施設の工事の一部を対象とし、刑務所出所者等を雇用し
た協力雇用主に対して総合評価落札方式における加点を行っています。

　経済界全体で刑務所出所者等の就労を支援し、就労の確保や再犯の防止を図るべきであると
の考えから、平成21年に、経済諸団体や大手企業関係者等により認定特定非営利活動法人「全国
就労支援事業者機構」が設立されました。また、地方単位の就労支援事業者機構（都道府県就労
支援事業者機構）が全国50か所（各都府県に１か所ずつ、北海道は４か所）に設立され、刑務所出
所者等を雇用した場合の協力雇用主への助成事業などの就労支援事業を実施しています。
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加害者の仮釈放・仮退院について意
見を述べることができます。

加害者の仮釈放・仮退院審理や保
護観察の状況などを知ることができ
ます。

保護観察中の加害者に心情を伝え
ることができます。

専任の担当者に不安や悩み事を相
談することができます。

1　意 見 等 聴 取 制 度

3　被 害 者 等 通 知 制 度

2　心 情 等 伝 達 制度

犯罪・非行による被害の発生

警察等

検察庁

裁判所
加害者の処分の決定

刑務所等・少年院

地方更生保護委員会
仮釈放・仮退院審理

保護観察所
保護観察の実施

4　相談・支援

有罪の言渡しが確定し
た人については、その
効力を失わせ、有罪の
言渡しが確定しない人
については、公訴権を
消滅させる。

刑の言渡しが確定した人に
ついて、刑を減軽し、又は
刑の執行を減軽する。執行
猶予中の人については、刑
の減軽と併せて猶予の期間
を短縮することができる。

有罪の言渡しを受けたた
めに喪失した資格を回復
させる。ただし、刑の執
行を終わらない人、又は
執行の免除を得ない人に
ついては行われない。

有罪の言渡しが
確定した人につ
いて、その言渡
しの効力を失わ
せる。

刑の言渡しが確定した人に
ついて、その残刑の執行
を免除する。刑の執行猶
予中の人に対しては行われ
ない。

恩 赦
　恩赦とは、行政権によって、①国の刑罰権を消滅させ、②裁判の内容を変更し、又は③
裁判の効力を変更若しくは消滅させることで、政令によって一律に行われる政令恩赦
と、特定の者に対して個別に行われる個別恩赦に大別されます。
　更生保護において重要なのは、犯罪をした人たちの改善更生の程度や被害者の感情などを
みて、刑事政策的に残刑の執行を免除したり、資格を回復したりする個別恩赦です。個別恩赦
は、中央更生保護審査会が、主に保護観察所の長の上申を受けて審査します。恩赦相当とされた
場合、同審査会が法務大臣に申出を行い、内閣が決定、天皇がこれを認証することになります。
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　更生保護の分野においては、犯罪被害者等の方々のために４つの施策を実施してい
ます。
　これらの施策を実施するため、全国の保護観察所には専任の担当者として「被害者担
当官」（保護観察官）及び「被害者担当保護司」を配置しています。これらの職員は、その
任期中、加害者の保護観察などを行わないこととしています。
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医療観察制度における保護観察所の主な役割

援助

処遇

処遇

である

援助
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立ち直り応援基金
　令和2年8月、更生保護法人日本更生保護協会にお
いて「立ち直り応援基金」が創設されました。犯罪や
非行からの立ち直りに賛同してくださる個人、企業、
団体等からインターネット等を通じて広く寄附を募
り、立ち直りを支える全国各地の草の根の活動に助
成するものです。新たな被害者も加害者も生まない、
安全・安心な地域社会を我が国全体で支え合う基盤
づくりを目指しています。概要については、下記QR
コードから御覧ください。

　犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運
動で、法務省主唱の下、毎年7月を強調月間として各地
で様 な々取組が行われています。

　

　犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に
ついて地域社会の理解を求めるとともに、地域の犯
罪や非行を抑止する力を増進し、犯罪や非行を未
然に防ぐ観点から、更生保護では「講演会」、「住
民集会」、「学校との連携事業」などの犯罪予防活
動を促進しています。

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

街頭広報活動の様子

“社会を明るくする運動”
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更生ペンギンのサラちゃん
（更生保護のマスコットキャラクター）

幸福の黄色い羽根は、
犯罪のない幸福で
明るい社会を願う
シンボルマークです。
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更生ペンギンのホゴちゃん
（更生保護のマスコットキャラクター）

六本松 - -
六本松 - -

［法務省HP］ ［保護局twitter］ ［保護局 Instagram］


